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２
０
１
６
年
に
Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
グ
ル
ー

プ
（
以
下
、「
弊
社
グ
ル
ー
プ
」
と

い
う
）
が
邦
銀
グ
ル
ー
プ
と
し
て
初

め
て
農
業
参
入
し
て
以
降
、「
メ
ガ

の
金
融
グ
ル
ー
プ
が
農
業
？
」
と
よ

く
ご
質
問
を
い
た
だ
く
。
ま
た
、
読

者
の
皆
さ
ま
に
も
疑
問
に
思
う
方
が

多
い
と
思
う
。

　

一
方
、
近
年
お
客
さ
ま
か
ら
、
食
・

農
産
業
の
ご
相
談
も
増
え
て
お
り
、

特
に
弊
社
グ
ル
ー
プ
の
よ
う
に
異
業

種
か
ら
農
業
に
参
入
す
る
際
に
ご
相

談
を
い
た
だ
く
。
こ
う
し
た
ご
相
談

は
、
最
近
話
題
の
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ

テ
ィ
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
（
注
１
）
／
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
（
注
２
）
の
取
組
み
を
検
討
し
た

結
果
、
農
業
に
行
き
つ
い
た
と
い
う

ケ
ー
ス
も
多
い
。

　

本
稿
で
は
、
弊
社
グ
ル
ー
プ
の
Ｅ

Ｓ
Ｇ
／
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
へ
の
取
組
み
に
お

け
る
食
・
農
産
業
の
位
置
づ
け
や
、

食
・
農
産
業
に
お
け
る
Ｅ
Ｓ
Ｇ
／
Ｓ

Ｄ
Ｇ
ｓ
金
融
の
事
例
、次
世
代
の
食
・

農
産
業
の
育
成
に
つ
い
て
ご
紹
介
す

る
。
ま
た
、
本
稿
の
最
後
に
、
実
際

に
弊
社
か
ら
農
作
業
に
数
年
間
従
事

し
た
行
員
が
語
る
農
業
参
入
の
経
験

談
も
ご
披
露
し
た
い
。

　

な
お
、
本
論
文
中
で
言
及
す
る
意

見
等
の
一
部
は
、
各
筆
者
ら
の
個
人

的
な
見
解
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ

め
ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
。

一　

弊
社
グ
ル
ー
プ
の
取
組
み

１　

Ｅ
Ｓ
Ｇ
／
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
考

え
方

　

最
初
に
、
弊
社
グ
ル
ー
プ
の
、
Ｅ

Ｓ
Ｇ
／
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
考
え
方
を
紹
介

す
る
。　

　

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
や
Ｅ
Ｓ
Ｇ
／

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
つ
い
て
は
、「
自
社
の
」

経
営
戦
略
と
し
て
取
組
み
を
進
め
る

企
業
が
多
い
が
、弊
社
グ
ル
ー
プ
は
、

「
お
客
さ
ま
に
向
け
た
」
取
組
み
に

つ
い
て
も
長
年
に
わ
た
っ
て
続
け
て

き
た
（
図
表
１
参
照
）。
三
井
住
友

銀
行
で
は
、
２
０
０
７
年
に
環
境
ソ

リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
室
を
立
ち
上
げ
、
以

降
、
２
０
０
９
年
の
排
出
権
取
引
取

組
、
２
０
１
５
年
の
グ
リ
ー
ン
ボ
ン

ド
発
行
等
、
日
本
の
民
間
金
融
機
関

と
し
て
常
に
先
陣
を
切
っ
て
、
サ
ス

テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
や
Ｅ
Ｓ
Ｇ
／
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
に
関
す
る
取
組
み
を
積
極
的
に
進

め
て
き
た
。

　

弊
社
グ
ル
ー
プ
と
し
て
は
、
２
０

１
４
年
に「
環
境
」「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」

「
次
世
代
」
を
マ
テ
リ
ア
リ
テ
ィ
（
最

重
点
課
題
）
と
し
て
特
定
し
、
他
社

や
国
際
機
関
、
官
公
庁
、
自
治
体
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
各
主
体
と
も
連
携
し
な

が
ら
、
国
内
外
で
マ
テ
リ
ア
リ
テ
ィ

に
関
連
す
る
取
組
み
を
推
進
し
て
い

る
。
ま
た
、
２
０
１
９
年
４
月
に
Ｔ

Ｃ
Ｆ
Ｄ
提
言
に
お
い
て
推
奨
さ
れ
る

気
候
変
動
シ
ナ
リ
オ
分
析
の
定
量
評

価
結
果
を
世
界
の
大
手
金
融
グ
ル
ー

プ
で
初
め
て
開
示
し
、
そ
の
評
価
手

法
を
公
開
す
る
こ
と
で
業
界
を
牽
引
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次
世
代
の
食
・
農
産
業
の
育
成
と
金
融
・
法
務
　

次
世
代
の
食
・
農
産
業
の
育
成
と
金
融
・
法
務
　

１１
　
Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
食
・
農
業
分
野
へ
の
取
組
み

　
Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
食
・
農
業
分
野
へ
の
取
組
み

三
井
住
友
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
　

三
井
住
友
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
　
末
廣
末
廣  

孝
信
・
小
野
寺

孝
信
・
小
野
寺  

友
基
・
山
北

友
基
・
山
北  

絵
美
絵
美

日
本
総
合
研
究
所
　

日
本
総
合
研
究
所
　
山
本
山
本  

大
介
大
介
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２
０
２
１
年
４
月
28
日
に
成
立
し

た
農
業
法
人
に
対
す
る
投
資
の
円
滑

化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
改
正
法

（
改
正
後
の
法
律
名
は
「
農
林
漁
業

法
人
等
に
対
す
る
投
資
の
円
滑
化
に

関
す
る
特
別
措
置
法
」（
以
下
、「
投

資
円
滑
化
法
」
ま
た
は
「
改
正
法
」

と
い
う
））
を
受
け
て
、
農
林
漁
業

法
人
等
に
対
す
る
投
資
の
円
滑
化
に

関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
以

下
、「
投
資
円
滑
化
法
施
行
規
則
」

ま
た
は
「
改
正
施
行
規
則
」
と
い
う
）

が
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
を
経

て
、
同
年
８
月
２
日
か
ら
施
行
さ
れ

て
い
る
。
一
連
の
改
正
は
、
旧
法
に

基
づ
き
認
め
ら
れ
て
い
た
投
資
対
象

（
従
前
は
農
業
法
人
の
み
）
や
出
資

に
関
す
る
種
々
の
規
制
を
緩
和
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
改
正
法
下
で
認
め

ら
れ
る
ス
キ
ー
ム
を
活
用
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
事
業
分
野
や
地
域
を
総

合
的
に
カ
バ
ー
し
た
り
、
逆
に
特
定

分
野
・
業
種
に
絞
っ
た
投
資
ポ
リ

シ
ー
を
も
つ
多
様
な
フ
ァ
ン
ド
組
成

を
可
能
と
し
た
り
、
農
地
所
有
適
格

法
人
に
お
け
る
（
個
人
）
農
業
従
事

者
株
式
所
有
要
件
に
関
す
る
代
替
ス

キ
ー
ム
を
提
供
し
て
、
農
業
法
人
出

資
の
セ
カ
ン
ダ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の

創
造
や
事
業
承
継
に
活
用
す
る
な

ど
、
従
前
の
実
務
や
そ
の
閉
塞
感
を

打
破
す
る
大
き
な
可
能
性
を
秘
め
る

も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
農
業
法
人
に
対
す
る

投
資
育
成
株
式
会
社
お
よ
び
投
資
事

業
有
限
責
任
組
合
の
出
資
上
限
を

50
％
未
満
に
制
限
す
る
規
定
は
温
存

さ
れ
る
ほ
か
、
改
正
法
が
投
資
対
象

と
す
る
事
業
に
は
、
す
で
に
一
般
の

（
投
資
円
滑
化
法
に
基
づ
か
な
い
）

フ
ァ
ン
ド
か
ら
出
資
を
受
け
て
い
る

も
の
も
多
数
存
在
し
て
い
る
。
こ
の

た
め
、
改
正
法
に
基
づ
く
投
資
が
活

発
化
・
拡
大
す
る
た
め
に
は
、
改
正

法
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
投
資
ス
キ
ー
ム
の
特
色
を
認
知
し

て
も
ら
う
と
と
も
に
、
投
資
円
滑
化

法
に
基
づ
く
フ
ァ
ン
ド
の
み
に
認
め

ら
れ
る
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
も
、
事

業
分
野
お
よ
び
地
理
的
エ
リ
ア
を
含

め
て
幅
広
い
理
解
を
得
て
、事
業
者
、

金
融
機
関
、
フ
ァ
ン
ド
、
コ
ン
サ
ル

会
社
、
法
律
事
務
所
等
の
参
加
者
に

よ
る
情
報
交
換
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン

グ
を
活
発
化
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て

重
要
に
な
る
。

　

本
稿
で
は
、
改
正
法
の
概
要
と
と

も
に
、改
正
法
下
で
認
め
ら
れ
る
様
々

な
ス
キ
ー
ム
と
他
の
フ
ァ
ン
ド
と
の

相
違
・
差
別
化
を
中
心
に
概
説
す
る
。

一　

投
資
円
滑
化
法
改
正
の

背
景

１　

旧
法
の
概
要
と
問
題
点

⑴
　
旧
法
の
概
要

　

旧
法
で
は
、
農
業
法
人
投
資
育
成

事
業
（
注
１
）
を
営
も
う
と
す
る
株

式
会
社
ま
た
は
投
資
事
業
有
限
責
任

組
合
は
、
農
林
水
産
大
臣
に
事
業
計

画
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
承
認
会
社
」
ま
た
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２
　

　
　
２
　
投
資
円
滑
化
法
改
正
と
金
融
機
関
に
よ
る

投
資
円
滑
化
法
改
正
と
金
融
機
関
に
よ
る

　
　
投
資
対
象
・
投
資
ス
キ
ー
ム
の
拡
大
に
つ
い
て

　
　
投
資
対
象
・
投
資
ス
キ
ー
ム
の
拡
大
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
〜
農
林
漁
業
法
人
、
ア
グ
リ
・
フ
ー
ド
テ
ッ
ク
、

　
　
　
　
　
〜
農
林
漁
業
法
人
、
ア
グ
リ
・
フ
ー
ド
テ
ッ
ク
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
企
業
へ
の
組
合
出
資
〜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
企
業
へ
の
組
合
出
資
〜

西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所

西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所  

弁
護
士
　

弁
護
士
　
杉
山
泰
成

杉
山
泰
成

弁
護
士
　

弁
護
士
　
鈴
木
健
也

鈴
木
健
也
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は
じ
め
に

　

昨
今
、
資
本
金
を
１
億
円
以
下
に

減
ら
す
大
企
業
が
相
次
い
で
い
る
。

コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、
収
益
が
悪
化

し
て
い
る
旅
行
、
飲
食
、
小
売
業
界

な
ど
で
あ
る
。
資
本
金
を
１
億
円
以

下
に
減
資
す
る
こ
と
に
よ
り
、
税
制

上
は
中
小
企
業
の
扱
い
に
な
り
税
負

担
が
軽
減
さ
れ
る
。

　

過
去
に
も
業
績
が
悪
化
し
た
電
機

大
手
の
シ
ャ
ー
プ
が
減
資
を
試
み
た

こ
と
が
あ
っ
た
。
シ
ャ
ー
プ
は
２
０

１
５
年
、
経
営
再
建
策
と
し
て
資
本

金
１
２
０
０
億
円
を
１
億
円
に
減
資

し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
当
時
の

経
産
相
が
「
企
業
再
生
と
し
て
は
違

和
感
が
あ
る
」、
官
房
長
官
が
「
常

識
的
に
１
億
円
と
い
う
の
は
国
民
の

皆
さ
ん
に
は
違
和
感
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
」
と
述
べ
る
な
ど
、
多
く

の
批
判
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
会
社

法
上
の
大
企
業
で
あ
る
５
億
円
の
減

資
に
と
ど
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

２
０
２
０
〜
21
年
度
に
か
け
て
減

資
を
行
っ
た
企
業
に
は
、
旅
行
最
大

手
の
Ｊ
Ｔ
Ｂ
（
23
億
円
）、
国
内
航

空
３
位
の
ス
カ
イ
マ
ー
ク
（
90
億

円
）、
は
と
バ
ス
（
４
億
円
）、
東
京

空
港
交
通
（
14
億
円
）、
回
転
ず
し

チ
ェ
ー
ン
を
運
営
す
る
カ
ッ
パ
・
ク

リ
エ
イ
ト
（
98
億
円
）、
居
酒
屋

チ
ェ
ー
ン
を
運
営
す
る
チ
ム
ニ
ー

（
57
億
円
）、
百
貨
店
の
井
筒
屋
（
１

０
５
億
円
）、
有
機
Ｅ
Ｌ
事
業
を
展

開
す
る
Ｊ
Ｏ
Ｌ
Ｅ
Ｄ
（
８
７
７
億

大
企
業
の
中
小
企
業
化

―
資
本
金
の
減
資
と
法
務
面
か
ら
の
考
察
―

今
月
の
解
説
①

神
奈
川
大
学 

法
学
部 

教
授
　
葭
田 

英
人

　
コ
ロ
ナ
禍
で
の
業
績
悪
化
の
な
か
、
大
企
業
が
資
本
金
を
１
億
円

以
下
に
減
ら
し
て
税
制
上
の
中
小
企
業
扱
い
と
な
る
、
税
負
担
を
軽

減
す
る
た
め
の
減
資
が
相
次
い
で
い
る
。
今
後
も
大
企
業
の
中
小
企

業
化
は
他
の
企
業
に
広
が
る
可
能
性
が
あ
る
。
一
方
、
生
き
残
る
た

め
に
は
や
む
を
得
な
い
と
す
る
見
方
も
あ
る
。減
資
を
行
う
目
的
は
、

欠
損
填
補
に
よ
る
経
営
再
建
や
資
本
金
を
１
億
円
以
下
の
中
小
企
業

と
す
る
こ
と
に
よ
る
税
制
優
遇
措
置
の
適
用
な
ど
で
あ
る
。減
資
は
、

資
本
政
策
と
し
て
合
法
的
で
妥
当
な
行
為
で
あ
る
。し
か
し
な
が
ら
、

資
本
金
の
大
小
で
税
負
担
が
変
わ
る
の
は
、
税
の
原
則
や
税
法
の
趣

旨
に
反
し
、法
人
税
制
の
根
幹
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
こ
と
で
あ
る
。

税
制
上
の
資
本
金
１
億
円
基
準
を
見
直
し
、
業
績
が
悪
化
し
た
企
業

の
支
援
策
と
し
て
、
経
営
実
態
が
的
確
に
反
映
さ
れ
、
公
平
性
・
中

立
性
を
確
保
し
た
基
準
に
改
正
す
べ
き
で
あ
る
。
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今月の解説②

四�

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
等
の
影
響
に
よ
る

社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に

対
応
し
て
金
融
の
機
能
の

強
化
及
び
安
定
の
確
保
を

図
る
た
め
の
銀
行
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

１　
改
正
内
容

　

ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
の
社
会
に
お
い

て
、
金
融
機
関
の
果
た
す
役
割
の
重

要
性
に
鑑
み
、
金
融
機
関
が
そ
の
期

待
さ
れ
る
役
割
を
十
分
に
果
た
す
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
銀
行
、
信
用
金

庫
、
信
用
協
同
組
合
、
保
険
会
社
、

金
融
商
品
取
引
業
者
な
ど
に
お
け
る

業
務
範
囲
、
子
会
社
の
範
囲
等
の
見

直
し
が
な
さ
れ
た
ほ
か
、
国
際
競
争

力
強
化
、
海
外
投
資
家
向
け
の
法
整

備
、
金
融
機
関
の
組
織
再
編
な
い
し

は
破
綻
処
理
に
お
け
る
取
扱
い
等
に

関
連
す
る
法
整
備
が
な
さ
れ
、
銀
行

法
、
金
融
商
品
取
引
法
、
預
金
保
険

法
、
金
融
機
能
の
強
化
の
た
め
の
特

別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
金
融
機
能

強
化
法
）
等
に
つ
き
、
改
正
が
な
さ

れ
て
い
る
。

　

各
改
正
の
う
ち
主
な
内
容
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
改

正
は
基
本
的
に
公
布
の
日
か
ら
起
算

し
て
６
月
（
た
だ
し
、
金
融
機
能
強

化
法
に
つ
い
て
は
２
ヵ
月
、
保
険
契

約
の
電
磁
的
記
録
に
よ
る
申
込
み
の

撤
回
、
金
融
商
品
取
引
契
約
の
電
磁

的
記
録
に
よ
る
解
除
に
つ
い
て
は
１

年
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て

政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

⑴�

　
銀
行
に
認
め
ら
れ
る
付
随
業
務

の
追
加

　

銀
行
は
そ
の
行
い
得
る
業
務
に
つ

き
、
銀
行
法
の
規
制
を
受
け
て
い
る

が
、
新
た
に
銀
行
業
に
付
随
す
る
業

務
と
し
て
、「
保
有
す
る
人
材
、
情

報
通
信
技
術
、
設
備
そ
の
他
の
銀
行

業
に
係
る
経
営
資
源
を
主
と
し
て
活

用
し
て
営
む
業
務
で
あ
っ
て
、
地
域

の
活
性
化
、
産
業
の
生
産
性
の
向
上

そ
の
他
の
持
続
可
能
な
社
会
の
構
築

に
資
す
る
業
務
と
し
て
内
閣
府
令
で

定
め
る
も
の
」
を
な
し
得
る
こ
と
と

さ
れ
た
（
銀
行
法
10
条
２
項
21
号
）。

⑵�

　
子
会
社
対
象
会
社
の
追
加
、
子

会
社
業
務
の
拡
大

　

銀
行
ま
た
は
銀
行
持
株
会
社
は
、

そ
の
子
会
社
と
し
得
る
対
象
が
限
定

さ
れ
て
い
る
が
、
新
た
に
子
会
社
対

象
会
社
に
「
地
域
の
活
性
化
に
資
す

る
と
認
め
ら
れ
る
事
業
活
動
を
行
う

GH876_26-29_今月の解説②：2021年9月15日 午後2時14分 初校再校三校四校五校

　
令
和
３
年
１
月
18
日
召
集
の
第
２
０
４
回
通
常
国
会
は
、
同
年
６
月
16
日

に
会
期
が
終
了
し
、
各
種
法
律
の
制
定
、
改
正
が
な
さ
れ
た
。
金
融
機
関
の

業
務
に
関
連
す
る
法
律
に
つ
い
て
も
、
そ
の
改
正
等
が
な
さ
れ
た
。
前
号
に

引
き
続
き
、本
誌
面
で
は
、主
な
法
律
を
取
り
上
げ
、そ
の
概
略
を
報
告
す
る
。

な
お
、
誌
面
の
関
係
上
、
詳
細
に
つ
い
て
は
各
法
律
を
直
接
参
照
さ
れ
た
い
。

２
０
２
１
年
通
常
国
会
成
立
の

金
融
関
係
法
の
概
要

河野･川村･曽我法律事務所 弁護士
川村 英二　 古澤 陽介

（
下
）




